契約内容変更用                                                                                  

内容変更同時新契約に関する確認書
令和     年     月     日
SOMPOひまわり生命保険株式会社 宛
	証券番号 
	
	～
	

	内容変更同時新契約・変換等（旧日本興亜生命の契約については他の個人保険への加入による減額同時新契約）に関する取り扱いについて以下の内容を了解のうえ、契約内容変更を請求します。

①契約内容変更の効力発生日および各種返戻金の計算基準日は、新契約責任開始日（がん保険等は保険期間の始期）の前日となること。
②各種返戻金の支払時期は、新契約成立の原則翌営業日から５営業日以内（※）となること。
③新契約不成立で契約内容変更手続きを希望する場合、①にかかわらず、当初の契約内容変更請求書の当社受付日を契約内容変更の効力発生日とすること。
④新契約が保険期間の始期から保障開始までの待ち期間（９０日間）を定めたがん保険・特約付加契約の場合、保険期間の始期から９０日間は新契約・特約の一部保障がなく、がんに罹患した場合は契約または特約が無効となること。

⑤医療(08)用先進医療特約（旧特約）から医療用新先進医療特約（新特約）に加入する場合、先進医療給付金の通算支払限度・保険料が変更され、特約の規定適用上、旧特約と新特約の保険期間は継続した保険期間とみなすこと。また新特約の第１回保険料領収日（特約加入日）より前に医師の診察を受けていた疾病または傷害を直接の原因として特約加入日から１年以内に先進医療を受けた場合、先進医療給付金は旧特約の支払限度である１，０００万円を支払限度とすること。
（旧損保ジャパンひまわり生命のお客さま）
  ※平成２年１２月１日以前の契約日（自動更新した場合は更新日）のご契約の場合は５日（暦日）以内となります。
（旧日本興亜生命のお客さま）
  ※旧日本火災パートナー生命のご契約の場合は５日（暦日）以内となります。

契約者（自署）                                              法人契約者印

                                    　　
      　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　   
親権者（自署）                                          
後見人
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
        



個人情報のお取扱について
当社は、お客さまの個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等  
詳細につきましては当社のホームページ（http://www.himawari-life.co.jp）をご覧ください。
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法人印





個人契約者は押印不要。





印鑑登録証明書を提出する場合は


実印を押印してください。
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